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足寄町分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定業務 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 委託業務名 

足寄町分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定業務 

 

２ 実施の目的 

   足寄町は 2021（令和 3）年、2050 年までに実質的にカーボンニュートラル達成を目指すゼロカ

ーボンシティを表明した。この目標の達成に向けては、本町が優位性を持つ木質バイオマスエネル

ギーを導入するとともに、地域経済の好循環を生み出す仕組みを構築することが必要である。この

仕組みの構築には相当の期間を要することから、目指す姿とそこに至るまでのロードマップを示し、

着実に取組む上での指針となるマスタープランの策定が不可欠である。このマスタープランの策定

には、専門的な知識や構想力が求められることから、プロポーザル方式により最適な委託業者を選

定することを目的とする。 

 

※留意事項 

  本プロポーザルは、足寄町令和６年第３回定例会に計上する補正予算の成立及び令和６年度総務

省「分散型エネルギーインフラプロジェクト」に採択されることを前提とした事前手続きであり、

予算成立及び総務省の事業採択後に効力が生じる業務である。従って、足寄町議会において補正予

算が否決された場合または総務省の事業が不採択となった場合には、委託契約は締結しないものと

する。なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支出した費用（準

備行為も含む。）、提供した知見の対価等については、一切補償しない。 

 

３ 業務の概要 

（１）目的 

近年、世界的に地球温暖化対策の必要性が高まる中、国は 2050 年までに、温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにする 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと

を宣言した。 

これを受けて足寄町は 2021 年 9 月、国と同じく 2050 年までにカーボンニュートラル達成

を目指すゼロカーボンシティを表明し、令和 4（2022）年には、足寄町再生可能エネルギー導

入計画を策定するなど、その実現に向けた具体的な取組みを進めている。 

本町は、豊富な森林資源を背景にバイオマス資源に恵まれる一方、酷寒地にあることから民

生部門における熱需要が大きいことが特徴であり、この分野での脱炭素化、エネルギーの自立

化が大きな課題となっている。 

本業務は、このような状況を踏まえ、本地域が優位性を持つ木質バイオマスを活かしたエネ

ルギーの地産地消システム（地域内エコシステム）の構築に向け、資源の賦存状況の把握、熱

需要を中心とするエネルギー需要の将来予測等に基づき、脱炭素と同時に地域の経済循環を増

幅させるためのマスタープランを策定することを目的とする。 

（２）業務内容 

 別に定める「足寄町分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定業務」仕

様書（以下「仕様書」という。）」のとおり。 
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（３）業務委託期間 

 契約締結の日から令和７年２月２８日（金）まで 

（４）見積価格の上限額 

 １９，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 ただし、本事業は国の補助事業交付決定額の範囲内で実施するため、上限額は減額する場合 

がある。 

 

４ プロポーザルの方式 

   公募型とする。 

 

５ 参加資格条件 

 （１）足寄町競争入札参加資格（工事・設計委託）を有しているもの。 

 （２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定する者に該当しないこと。 

 （３）足寄町暴力団等排除措置要綱（平成 22 年要綱第４号）別表各号に掲げる措置要件に該当しな

いこと。 

 （４）本業務に必要な専門的知識及び技術を有する者を従事させることができる者であること。 

（５）過去 10 年間に類似業務の実績があること。 

※類似業務については、「分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定」、「木

質バイオマスエネルギーの導入に関する計画策定」等に類する内容の場合に実績と認める。 

 

６ 実施要領等の入手方法、場所 

   公募開始日より令和６年９月１８日（水）午後５時００分まで、足寄町経済課で配布する。なお、

足寄町のホームページにも掲載する。 

 

７ 参加申込 

 （１）提出書類 

①公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

②類似業務実績調書（様式第２号） 

（２）申込方法 

電子メール、持参または郵送で提出すること。 

なお、電子メールの件名は「委託業務参加申込（申請者名）」とすること。申請者名は略記可。 

（３）提出期限 

令和６年９月１８日（水） 午後５時【必着】 

 （４）提出先 

     E-mail：energy@town.ashoro.hokkaido.jp 

〒089-3797 北海道足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１ 

     足寄町経済課商工観光振興室 

     電話：0156-28-3863 FAX：0156-25-5706 

 

８ 質問・回答 

 （１）受付期限 
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     令和６年９月１１日（水） 午後５時【必着】 

 （２）質問方法 

     質問票（様式第３号）を必ず電子メールに添付の上で提出すること。 

 （３）提出先 

     E-mail：energy@town.ashoro.hokkaido.jp 

     足寄町経済課商工観光振興室 

 （４）回答方法 

     令和６年９月１２日（木）午後５時までに電子メールで回答する。 

     なお、公平性・透明性を期すため、原則として町のホームページ上で内容を公開する。 

 

９ 企画提案書等の提出 

 （１）提出書類 

①企画提案書提出届（様式第４号） 

     ②企画提案書 

※様式は任意とするが、提出書類はＡ４サイズ縦置き、１２ページ以内とする。文字サイ

ズは、本文については１０ポイント以上とし、ページ番号を付すこと。 

※仕様書の業務内容に掲げる各事項全てについて、具体的な提案を行うこと。 

     ③管理責任者調書（様式第５号） 

     ④受託金額参考見積書（様式第６号） 

      ※業務委託料の積算内訳を記載又は添付すること（Ａ４版、様式任意）。 

 （２）留意事項 

     ①企画提案は１者１提案までとする。 

     ②提出された書類は返却しない。 

     ③企画提案書等に用いる文言は、専門知識を有しない者でも理解できるよう留意すること。 

 （３）提出方法 

     持参または郵送による。ただし郵送の場合は配達証明があるものに限る。 

 （４）提出部数及び要領 

     ・６部（正本１部、副本５部） 

     ・Ａ４版フラットファイルに左綴じとすること。 

     ・表紙と背表紙に、業務名と応募事業者名を記入のこと。 

 （５）提案書受付期間 

     令和６年９月２５日（水） 午後５時まで（必着） 

 （６）提出先 

     〒089-3797 北海道足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１ 

     足寄町経済課商工観光振興室 

     電話：0156-28-3863 FAX：0156-25-5706 

     E-mail：energy@town.ashoro.hokkaido.jp 

 

１０ 選定方法 

評価にあたっては、企画提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、別紙に定める審査

基準に照らして総合的に判定する。 
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なお、応募者多数の場合、事前に企画提案書の内容による書類審査を行い、プレゼンテーシ

ョン実施者を選ぶ場合がある。また応募状況、書類審査の内容によってはプレゼンテーション

を実施しない場合がある。 

（１）プレゼンテーション 

応募者による企画提案の主旨説明と質疑応答に資するため、プレゼンテーションを実施する。 

① 開催日時 

令和６年９月３０日（月）予定  

②開催場所 

足寄町役場 （北海道足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１） 

③出席者 

４名以内とする。 

④実施方法 

・２０分程度とする。(プレゼンテーション１０分、質疑応答１０分) 

・プレゼンテーションに必要な場合は、会場に用意するパソコン及びモニターの使用を可

とする。ただし、データは事前に電子メールに添付して、下記問合せ先に送付すること

（USB メモリ等の利用はセキュリティ上の都合により不可）。 

・プレゼンテーションは提出した企画提案書の内容を基本とし、追加提案は認めない。 

⑤その他 

プレゼンテーションの実施時間及び会場の詳細等は、応募書類の提出期限後速やかに各

応募者あて通知する。 

（２）審査 

審査の方法は次のとおりとする。 

①審査委員会委員（５名）が採点表を基に各審査項目について採点し、各委員の採点合計を

合わせたものを得点とし、得点の合計が 500 点中 250 点以上かつ最高得点者を最適提案

者として選定する。 

②最適得点者が複数ある場合は、審査項目の企画内容の点数が最も高い者を選定し、点数が

同じであった場合は、参考見積金額の低いものを選定する。 

③参考見積価格も同じであるときは、くじにより最適提案者を選定する。 

（３）結果通知 

結果をプロポーザル参加者全てに通知するとともに、ホームページで公表する。 

（４）その他 

①審査は非公開とする。 

②審査結果に対する異議申し立ては、受け付けない。 

 

１１ スケジュール 

   令和６年 ９月 ３日（火）    提案者募集開始 

        ９月１１日（水）  質問提出期限 

        ９月１８日（水）  参加申込提出期限 

        ９月２５日（水）  企画提案書提出期限 

        ９月３０日（月） プレゼンテーション・審査 

        １０月１日（火） 採否通知、見積依頼 
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        １０月上旬  契約締結 ※補助事業採択通知後 

 

１２ 留意事項 

 （１）失格又は無効 

     以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。 

     ①企画提案書等の提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合。 

     ②提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。 

     ③会社更生法等の適用を申請する等、契約履行が困難と認められる場合。 

     ④審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

     ⑤本要領に違反すると認められる場合。 

     ⑥２以上の企画提案をした場合、又は他社の代理をした場合。 

     ⑦その他、担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合。 

     ⑧①～⑦に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合等、委員

会が失格であると認めた場合。 

 （２）提出書類の変更 

      提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

  （３）辞退 

      参加申込後に辞退する場合には、参加に関わる必要書類の提出期限までに辞退届（様式第７

号）を提出すること。 

  （４）費用負担 

      書類の作成、提出及びその説明に係る費用等は、参加者の負担とする。 

  （５）その他 

      ①参加者は、企画提案書の提出をもって、要領等の記載内容に同意したものとする。 

      ②提出された企画提案書等は、返却しない。 

      ③提出書類の著作権は提案者に帰属するが、選考結果の公表等に必要な場合には、足寄町は

当該著作権を無償で使用することができる。 

      ④提出された企画提案書等は、足寄町情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となる。 

      ⑤本業務の成果品の内容の全ては足寄町に帰属するものとする。 

 

１３ 契約に関する基本事項 

 （１）契約の締結 

   審査において選定された最適提案者と別紙仕様書に基づいて協議を行い、随意契約の相手方とし

て見積合わせを実施する。なお、協議が整わない場合または最適提案者が契約を辞退した場合は、

選定結果において総合評価が次点の候補者と協議することとする。 

   

 

１４ 問合せ先 

   〒089-3797 北海道足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１ 

   足寄町経済課商工観光振興室 

   電話：0156-28-3863 FAX：0156-25-5706 

   E-mail：energy@town.ashoro.hokkaido.jp 
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（別紙） 

 

 

 

 

令和６年度足寄町分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定業務委託

プロポーザル企画提案書　審査基準（配点表）

項　　目 視　　点 配点

１．業務実績
本業務を遂行可能と判断できる十分な実績を有してい
るかなど

10

２．提案内容
業務趣旨や本町の特性に対する理解度、専門知識や
技術の保有度、合意形成の手法や持続性確保につい
ての提案など

65

３．執行体制 業務従事者の資質や体制、工程管理など 20

４．見積内容 合理性など 5

計 100


